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国
勢
調
査
は
、
５
年
ご
と
に
行
わ
れ

て
お
り
、
平
成　

年
（
２
０
０
５
年
）

１７

に
行
わ
れ
る
調
査
は
、
そ
の　

回
目
に

１８

当
た
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

国
勢
調
査
は
国
の
最
も
基
本
的
な
統

計
調
査
で
、
日
本
国
内
の
人
口
、
世

帯
、
就
業
者
か
ら
み
た
産
業
構
造
な
ど

の
状
況
を
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
統

計
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
国
勢

調
査
か
ら
得
ら
れ
る
各
種
統
計
は
、
国

や
地
方
自
治
体
の
各
種
行
政
施
策
を
立

案
す
る
基
礎
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る

ほ
か
、
国
民
の
共
有
財
産
と
し
て
研
究

・
教
育
活
動
、
経
済
活
動
な
ど
幅
広
い

分
野
で
利
用
さ
れ
ま
す
。

　国勢調査調査員の仕事内容は、下表のとおりになりますのでご覧ください。１調
査区は約６０～８０世帯で、原則として２調査区を担当していただきます。
　調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員として、みなさまの個人情報
を扱う非常に責任の重い仕事を行います。調査で知りえた個人情報を厳格に保護す
ること（守秘義務といいます。）が求められます。調査員の仕事が終わった後も同
様です。

国
勢
調
査
の
目
的
と
は

国
勢
調
査
の
目
的
と
は

　

我
が
国
で
は
、
少
子
高
齢
化
が
一
層

進
行
す
る
と
と
も
に
、
生
産
年
齢
人
口

の
減
少
、
地
域
ご
と
の
人
口
分
布
の
不

均
衡
な
ど
人
口
構
造
の
変
化
に
伴
う
様

々
な
問
題
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
社

会
・
経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
に
対
応

し
た
施
策
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民

生
活
の
質
の
向
上
や
地
域
に
密
着
し
た

施
策
の
推
進
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

日
本
の
社
会
が
大
き
く
変
化
し
つ
つ

あ
る
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
る
平
成　

年
１７

国
勢
調
査
は
、
各
種
施
策
の
最
も
基
礎

と
な
る
人
口
・
世
帯
・
就
業
状
態
等
に

つ
い
て
、
最
新
の
実
態
を
明
確
に
し
ま

す
。

　

今
回
の
調
査
か
ら
は
、

◇
高
齢
化
の
進
行
や
出
生
率
の
低
下
等

を
明
ら
か
に
す
る
男
女
・
年
齢
に
関
す

る
統
計

◇
世
帯
規
模
の
縮
小
や
単
身
世
帯
の
増

加
等
を
明
ら
か
に
す
る
世
帯
構
造
に
関

す
る
統
計

◇
雇
用
環
境
の
変
化
等
を
明
ら
か
に
す

る
就
業
状
態
に
関
す
る
統
計　
　
　
　

な
ど
が
得
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
、
我
が
国

の
実
態
を
把
握
し
、
今
後
の
国
及
び
地

方
自
治
体
に
お
け
る
行
政
施
策
を
推
進

す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
す
。

国
勢
調
査
の
意
義
と
は

国
勢
調
査
の
意
義
と
は

【
法
定
人
口
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
】

国
勢
調
査
の
結
果
利
用

国
勢
調
査
の
結
果
利
用

（
主
な
利
用
例
）

◆
議
員
定
数
の
決
定

　

都
道
府
県
議
会
や
市
区
町
村
議
会
の

議
員
数
は
、
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る

人
口
を
基
に
し
て
決
め
ら
れ
ま
す
。

◆
市
や
指
定
都
市
な
ど
の
設
定
要
件

　

市
や
指
定
都
市
、
中
核
市
と
な
る
た

め
の
要
件
に
、
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
人
口
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
地
方
交
付
税
交
付
金
の
配
分

　

地
方
交
付
税
交
付
金
の
配
分
基
準
を

決
め
る
際
に
、国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る

人
口
や
世
帯
数
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

◆
都
市
計
画
の
策
定

　

都
市
計
画
区
域
を
定
め
る
際
に
は
、

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
が
用
い

ら
れ
ま
す
。

◆
過
疎
地
域
の
要
件

　

過
疎
地
域
を
決
め
る
場
合
の
要
件

に
、
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
の

減
少
率
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
衆
議
院
議
員
選
挙
区
の
画
定

　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

区
の
改
定
は
、
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
人
口
を
基
に
行
わ
れ
ま
す
。　
　
　

【
国
及
び
地
方
自
治
体
の
各
種
施
策
に

利
用
さ
れ
ま
す
】

（
主
な
利
用
例
）

◆
社
会
福
祉

　

国
勢
調
査
は
、
福
祉
施
策
の
基
礎
資

料
と
な
る
高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
世

帯
、
母
子
世
帯
な
ど
の
統
計
を
地
域
別

に
明
ら
か
に
し
ま
す
。

◆
街
づ
く
り

　

国
勢
調
査
は
、
市
区
町
村
別
の
結
果

だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
小
さ
な
地
域
単

位
で
も
人
口
や
世
帯
数
の
統
計
を
作
成

し
、
生
活
環
境
整
備
の
た
め
の
基
礎
資

料
を
提
供
し
ま
す
。

◆
経
済
政
策

　

国
勢
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
詳
細
な
男

女
別
年
齢
別
の
就
業
者
数
、
産
業
・
職

業
別
の
就
業
者
数
な
ど
の
統
計
は
、
各

種
の
経
済
政
策
を
策
定
す
る
基
礎
資
料

と
な
り
ま
す
。　
　
（
２
面
に
つ
づ
く
）

以上の趣旨をご理解いただき、みなさまの積極的なご応募をお願いいたします。

仕 事 内 容仕 事 内 容

仕 事 の 内 容時　期

調査員説明会に出席し、調査の趣旨と調査方法を理解します。
８月中旬～
９月初旬

世帯の方へ調査が行われることを周知し、協力をお願いするために
「調査のお知らせ」を配布します。

９月中旬

世帯の方へ調査の趣旨、記入方法を説明します。「調査票の記入のし
かた」「調査票」を配布し、回収の日時を決めます。
担当調査区の地図・名簿を作成します。

９月下旬

調査基準日：１０月１日（土）

世帯の方と決めた日時に回収に行きます。
自宅で調査票に記入漏れ等がないかチェックします。

１０月上旬

指導員へ調査関係書類を提出します。１０月中旬
※指導員へ提出が済んでも調査内容について問い合わせが入ることがあります。

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ
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◆
防
災
対
策

　

国
勢
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
人
口
の
地

域
分
布
、
人
口
密
度
、
昼
間
人
口
な
ど

の
デ
ー
タ
は
、
消
防
設
備
や
避
難
区
域

な
ど
の
防
災
設
備
を
整
え
る
の
に
重
要

な
資
料
で
す
。

【
人
口
分
析
な
ど
に
利
用
さ
れ
ま
す
】

　

毎
月
の
推
計
人
口
、
将
来
の
人
口
や

世
帯
数
の
推
計
、
平
均
寿
命
等
を
見
る

生
命
表
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
国
勢
調
査

の
結
果
を
基
に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
人
口
学
、
地
理
学
、
経

済
学
な
ど
の
学
術
研
究
を
始
め
小
・
中

学
校
な
ど
の
教
育
、
さ
ら
に
民
間
企
業

で
も
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
勢
調
査
と
統
計
法

国
勢
調
査
と
統
計
法

◇
統
計
法
に
基
づ
く
調
査

　

国
が
行
う
基
本
的
な
統
計
調
査
は
、

「
統
計
法
」
（
昭
和　

年
法
律
第　

２２

１８

号
）
と
い
う
法
律
に
基
づ
い
た
指
定
統

計
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
、
そ
の
中
で
も
唯
一

「
統
計
法
」
で
直
接
、
そ
の
実
施
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
統
計
法
」
抜
粋

（
国
勢
調
査
）

第
４
条　

政
府
が
本
邦
に
居
住
し
て
い

る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い

て
行
う
人
口
に
関
す
る
全
数
調
査
で
、

当
該
調
査
に
係
る
統
計
に
つ
き
総
務
大

臣
が
指
定
し
、
そ
の
旨
を
公
示
し
た
も

の
は
、
こ
れ
を
国
勢
調
査
と
い
う
。

（
２
）
国
勢
調
査
は
、
こ
れ
を　

年
ご

１０

と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

し
、
国
勢
調
査
を
行
っ
た
年
か
ら
５
年

目
に
当
る
年
に
は
、
簡
易
な
方
法
に
よ

り
国
勢
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
３
）
総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
期
間
の
中
間

に
お
い
て
、
臨
時
の
国
勢
調
査
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
注
）
平
成　

年
国
勢
調
査
は
、
右
記

１７

統
計
法
第
４
条
（
２
）
の
簡
易
な
方
法

に
よ
り
行
う
国
勢
調
査
に
あ
た
り
ま

す
。
簡
易
な
方
法
に
よ
る
国
勢
調
査
で

は
、　

年
ご
と
に
行
う
調
査
（
大
規
模

１０

調
査
）
に
比
べ
、
調
査
事
項
数
が
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。

応募資格
　◇調査期間中、支障なく調査活動に従事でき、意欲のある方
　◇税務、警察、選挙に直接関係のない方
　◇プライバシーを保護することのできる方
　◇２０歳以上の方

身　分
　◇調査期間中は非常勤の国家公務員になります。

任命期間
　◇８月２０日～１０月１９日

調査活動期間
　◇９月２０日～１０月１０日

募集人員
　◇約１，３００人程度

担当調査区数
　◇原則、２調査区担当していただきます。

報　酬
　◇１調査区あたり約４５，０００円程度（世帯数により変動します。）
　　（１調査区あたり約６０～８０世帯）

応募方法
　◇右の応募はがきに必要事項を記入のうえ、点線で切り離し、
　　切手を貼らずにお出しください。
　◇締め切りは５月２７日（金）【必着】です。

採用のお知らせ
　◇６月３０日（木）までに発送をもってかえさせていただきます。

問い合わせ
　◇総務部総務課統計係　11０４２・７２４・２１０６
　　受付時間：午前９時～午後５時
　　　　　　　月～金（土・日曜日、祝日を除く）

応 募 資 格 等応 募 資 格 等

下記の質問にお答えください。（すべて必須です。）

Ｑ．今回、応募した動機をお聞かせください。

Ｑ．世帯の方と接する時、どのような気持ちで接したいですか？

Ｑ．個人情報を扱う仕事で、あなたは何を一番に気を付けますか？

自　　宅（　　　　）（　　　　）（ ������� ）
調査中の
連 絡 先

携　　帯（　　　　）（　　　　）（ ������� ）

勤務先等（　　　　）（　　　　）（ ������� ）

１．自動車　２．バイク　３．自転車　４．徒歩
（いくつでも可）

調査活動
の 方 法

学校
学区または
最寄りの学校名

なし・あり（ � 回）
国勢調査
員の経験

　「国勢調査」は、英語の人口センサス「Population 
Census」を訳したもので、全国的な人口の全数調査
を意味しています。
　Census の 語 源は、古代ローマのセンソール
（Censor）という職名の役人が、市民登録や税の徴収
のほかに、人口調査を行ったことに由来しています。

　センサスくんは、国勢調査の対象となる人が、赤ち
ゃんからお年寄りまで一人の漏れもなくということか
ら、赤ちゃんをイメージキャラクターとして、平成２
年国勢調査の実施に当たり作成されたものです。みな
さん可愛がってくださいね。

　国勢調査の“国勢”を訓読みして“国のいきおい”
を調べる調査ととられがちです。しかし、明治２９年
（１８９６年）３月に、衆議院と貴族院で決議された「国
勢調査ニ関スル決議」によると、「国勢調査ハ全国人
民ノ現状即チ男女年齢職業（中略）家別人別ニ就キ精
細ニ現実ノ状況ヲ調査スルモノニシテ一タビ此ノ調査
ヲ行フトキハ全国ノ情勢之ヲ掌上ニ見ルヲ得ベシ」と
あります。つまり、“国勢”の意味は、「国の情勢」
ということになります。

　これは国勢調査のシンボルマーク。
　この調査に広く親しんでもらいたいという趣旨で、
昭和４５年国勢調査の実施に当たり作成されました。日
本列島を「日の丸」の丸の中にイメージデザインした
もので、現在使われているものは、昭和４７年に復帰し
た沖縄県や北方領土も表現しています。
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